
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省パンフレット「その音 だいじょうぶ？」（※一部抜粋,改編） 

住みよい生活環境のために 
日常生活では様々な音が発生します。日頃から，お互いの立場を気遣い 

ながら生活することで，住みよい生活環境を作りましょう。 
 

騒音なくす５つの気配り   

１：時間帯に配慮しましょう。 

２：音が漏れない工夫をしましょう。 

  ３：音は小さくする工夫をしましょう。 

  ４：音の小さい機器を選びましょう。 

  ５：ご近所とのおつきあいを大切にしましょう。 
  

 

生活騒音は，原則として当事者間で解決することになります。 
 

 

誰もが被害者・加害者にならないために。 

人にやさしい暮らし，始めませんか？ 
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